
ニャマ先生の online塾

中学公民　国会の仕事

要点チェック（レベル１）
１，国会のおもな仕事
　国会には法律の制定のほかに、さまざまな仕事をある。両議院には国の政治について調
べる（1          ) があり、衆議院には (2                   )権があり、内閣のすべ
ての大臣を辞めさせることができる。

・(3         )の制定

少人数の委員会で審議され、その後本会議で審議される。
衆議院と参議院のどちらが先でもよい。重要な法律案では、公聴会が開かれ、専門家や法
律案と利害関係がある人の意見を聞く。

・(4        )の審議・決議
　国会は内閣が決めた予算案を審議し、議決する。
　予算は必ず先に (5         ) に提出される。予算では必ず公聴会は開かれる。

・(6              )の指名：内閣（政権）のリーダーを選ぶ
・(7         )の承認：外国との約束を認めるかを決定
・(8       　     )の設置：不正をした裁判官を罷免(クビ)にするか決める

予算、条約、国政調査権、衆議院、内閣不信任決議、内閣総理大臣、弾劾裁判所、
法律、

予算は、国が1年間に使うお金の使い道や金額のこと。
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確認問題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レベル１の１つづき
問１　国会に提出された法律案は、衆議院と参議院の両方とも
　　　少人数の議員からなるどこで審議されるか。
問２　１の後、議員全員で構成されるどこで審議・議決される
　　　か。
問３　予算の審議では、関係する人や専門家の意見を聞く会が
　　　必ず開かれる。この会を何というか。
問４　国会の議決により成立した法律を、内閣の助言と承認に
　　　もとづき公布するのは、だれか。
問５　国会は国会議員のなかから、行政全体を指揮・監督する
　　　役職を指名する。この役職を何というか。
問５　国会には証人を呼ぶなど、国の政治を調べる権限がある
　　　これを何というか。
問６　国会は、ふさわしくない行為をした裁判官を辞めさせる
　　　かどうか判断する機関を設置できる。これを何というか。
問７　予算を国会に提出するのは、だれか。
問８　予算を先に審議するのは、参議院と衆議院のどちらか。

２，衆議院と参議院のちがい
　国会でのいくつかの議決について、(1         )に強い権限が与えられている。
これを (2            ) という。

・しくみの違い
衆議院 参議院

議員定数 ４６５人 ２４８人

任期 (3         ) (4       )３年ごとに
半数ずつ改選される

被選挙権 満２５歳以上 満３０歳以上

解散 (5          ) (6          )

・(2              )の理由：(1          )は任期が短く解散もあるため、国民の意思を
より的確に反映するから。

法律

予算・条約
内閣総理大臣

３分の２以上、６年、４年、あり、なし、衆議院、衆議院の優越、
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参議院が衆議院と異なった
議決をした場合

衆議院が出席議員の
 (7          )で
再び可決する

法律になる

参議院が衆議院と異なっ
た議決をした場合

両院協議会を開いても
意見が一致しない

衆議院の議決
が国会の議決
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確認問題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レベル１の２のつづき
問１　衆議院は参議院より強い権限が与えられ、衆議院にだけ
　　　認められている権限もある。これを何というか。
問２　衆議院議員と参議院議員、それぞれの任期は何年か。

問３　選挙に立候補できる年齢は、衆議院議員と参議院議員
　　　それぞれ満何歳以上か。
問４　衆議院と参議院のうち、任期途中で解散があるのは、
　　　どちらか。
問５　予算の議決、条約の承認で、参議院と衆議院で異なる
　　　議決をした場合、開かれる会議を何というか。
問６　法律案において衆議院で可決され、参議院で否決され
　　　た場合、衆議院で出席議員のどのくらいの賛成で、
　　　法律として成立するか。
問７　国会では、衆議院だけが行うことができるのは次のうち
　　　どれか。
ア　内閣総理大臣の指名　　イ　条約の承認　　
ウ　内閣不信任の決議　　　エ　予算の議決

要点チェック（レベル２）
1,議会制民主主義と国会
・国会の地位
　(1        )の最高機関：国民の代表者によって構成され、権力の最高地位にある
　唯一の(2           )：国会だけが法律をつくることができる

・国会のしくみ
　(3          )：衆議院と参議院。両院に特色を持たせるため、議員の任期や選出方法
などにちがいがある。
　(3         )のねらい：審議を慎重に行う、国民のさまざまな意見を政治に反映させる
　　　　　　　　　　　　一方の議院の行き過ぎをおさえる役割

・国会の種類
(4          ) 毎年１回、１月中に召集される。次年度の予算審議が中心。

会期は150日間。

(5           ) 内閣が必要と認めた時、いずれかの議院の４分の１以上の議員の
要求で開催される。　ほぼ毎年、開かれている。

(6           ) 衆議院の解散後、選挙から30日以内に召集。
内閣総理大臣が指名される。

　緊急集会 衆議院が解散中、緊急の必要があるとき召集。過去 2回だけ。

臨時国会、立法機関、二院制、特別国会、国権、通常国会、
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２，国会のはたらき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レベル２のつづき
・(1          )の制定：内閣または国会議員が提出して、少人数の(2         )で審議

　　　　　　　　　　　　され、その最中に利害関係者や学識経験者の意見を聞く

　　　　　　　　　　　　(3           )が開かれ、(4          )で審議・議決する。

　　　　　　　　　　　　２～４を両議院で行う。

・(5         )の議決：内閣が提出した予算案を審議・議決する。(6          )が先に

　　　　　　　　　　　審議する。(3          )は必ず開かれる。

・(7              )の指名：国会議員から1名を指名（選ぶ）。天皇が任命。

・(8        )の承認：内閣が外国と結んだ決まり事を国会が承認したら、法的な拘束力

　　　　　　　　　　　をもつ。現在まで国会が拒否したことはない。

・(9            )の発議：両議院ともに総議員の３分の２以上の賛成で発議できる。

　　　　　　　　　　　　1947年以来、発議されたことはない。

・(10            )の設置：不正行為のあった裁判官を辞めさせるか決める裁判。

　　　　　　　　　　　　これまで10回開かれている。直近は2024年

・(11             )：国会に証人を呼んで質問したり、記録を提出させたりする。

　　　　　　　　　　証人喚問は７の一部。

・会議の原則：傍聴・報道の自由、議事録の公開。ネットで中継は公開。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　https://www.shugiintv.go.jp/jp/

３，衆議院の優越
・法律案の議決
　　参議院が衆議院と異なる議決をした場合、衆議院が出席議員の
　　３分の２以上の賛成で(12          )すれば、法律となる。

・予算の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名
　　参議院が衆議院と異なる議決をした場合、(13              )を開いても意見が
　　一致しないとき、衆議院の議決が国会の議決になる。

・衆議院だけの権限
　　(2         )の先議権、(14            )の決議権。

・衆議院の優越の理由：衆議院の方が議員の(15       )が短く、(16       )があるため、
　　　　　　　　　　　世論をより反映している。

再可決、公聴会、弾劾裁判所、両院協議会、解散、本会議、内閣総理大臣、内閣不信
任、条約、国政調査権、任期、委員会、予算、憲法改正、法律、衆議院、
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基本問題（レベル３）
１，次の図に当てはまる語句を書きなさい。

　(1                   )

  (2                   )

  (3                   )

  (4                   )

  (5                   )

  (6                   )

  (7                   )

  (8                   )

  (9                   )

  (10                  )

２，次の問いに答えなさい。
問１　日本で立法権を担当する機関は何か。
問２　衆議院・参議院の二つの議院からなるしくみを何という
　　　か。
問３　衆議院は、参議院より強い権限が認められている。これ
　　　を何というか。

３，表に入る語句を書きなさい。

　(1              )

　(2              )

　(3              )

　(4              )
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４，次の問いに答えなさい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レベル3つづき

問１　表に入る数字や
語句を次のア～カから
選びなさい。

　ア　４　　イ　６
　ウ　30　　エ　25
　オ　比例代表
　カ　小選挙区

問２　衆議院の優越が認められているものを次のア～オから
　　　２つ選びなさい。
ア　法律案の議決　　イ　憲法改正の発議
ウ　国政の調査　　　エ　条約の承認　　　オ　弾劾裁判

５，衆議院の優越のルールをまとめた次の表を見て、あとの問い
に答えなさい。

問１　下線部aが認められる理由を、「任期」「解散」「世論」という語句を使って
書きなさい。

(                                                                            )

問２表中の（１）（２）に当てはまる語句を選びなさい。
ア　総議員　　イ　出席議員　　ウ　３分の２　　エ　過半数　(1       )(2        )
問３　表中の（３）（４）に当てはまる語句を書きなさい。
(3               )(4                  )
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